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税

年

金

福

祉

固
定
資
産
税
台
帳

閲
覧
の
お
知
ら
せ

平
成
１９
年
度
の
固
定
資
産
税
は
、

平
成
１９
年
１
月
１
日
現
在
で
固
定

資
産
を
所
有
さ
れ
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
課
税
台
帳
に
は
、

土
地
、
家
屋
及
び
償
却
資
産
の
評

価
額
、
課
税
標
準
額
な
ど
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

家
屋
を
新
築
・
増
築
さ
れ
た
方
、

土
地
の
異
動
の
あ
っ
た
方
、
町
内

に
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
新

た
に
所
有
さ
れ
た
方
は
お
確
か
め

く
だ
さ
い
。

閲
覧
期
間

４
月
２
日（
月
）か
ら
閲
覧
で
き

ま
す
。
※

執
務
時
間
中

閲
覧
場
所

役
場
税
務
課
１１
番
窓
口

持
参
品

印
鑑

※

代
理
の
方
は
、
所
有
者
の
委

任
状
が
必
要
で
す
。

※

平
成
１９
年
度
の
納
税
通
知
書

は
４
月
中
旬
に
発
送
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
税
務
課
資
産
税
係
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国
民
年
金
保
険
料
を

口
座
振
替
で
前
納
す
る
と

お
得
で
す

保
険
料
納
付
は
、
支
払
い
の

手
間
や
時
間
が
省
け
る
「
口
座

振
替
」
が
便
利
で
す
。

ま
た
、
保
険
料
を
「
前
納
」

す
る
と
割
引
が
あ
り
ま
す
。

�

保
険
料
の
前
納
を
口
座
振
替

に
す
る
と
割
引
額
が
増
え
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
を
１
年
度

分
一
括
し
て
前
納
す
る
と
、
現

金
払
い
で
は
３
�０
０
０
円
の
割

引
、
口
座
振
替
で
前
納
す
る
場

合
は
３
�５
５
０
円
の
割
引
と
な

り
ま
す
。（
６
か
月
前
納
も
口
座

振
替
が
有
利
で
す
）

現
金
前
納
額
（
１
年
度
分
）

１
６
６
�２
０
０
円
（
割
引
額

３
�０
０
０
円
）

口
座
振
替
前
納
額
（
１
年
度

分
）
１
６
５
�６
５
０
円
（
割
引

額

３
�５
５
０
円
）

※

平
成
１９
年
４
月
か
ら
、
１
か

月
の
保
険
料
が
１
４
�１
０
０
円

に
な
り
ま
す
。

（
平
成
１８
年
度
保
険
料
１
３
�

８
６
０
円
か
ら
、
２
４
０
円
の

引
上
げ
）

口
座
振
替
日
は
４
月
３０
日
（
今

年
は
４
月
３０
日
が
休
日
の
た
め

５
月
１
日
）
で
す
。

な
お
、
す
で
に
口
座
振
替
で

１
年
度
分
の
前
納
を
さ
れ
て
い

る
方
は
、
あ
ら
た
め
て
届
出
を

し
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

口
座
振
替
で
の
１
年
度
分
の

前
納
は
、
平
成
１９
年
３
月
中
に

社
会
保
険
事
務
所
へ
の
事
前
登

録
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

３
月
２０
日
ご
ろ
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

�

月
々
の
口
座
振
替
も
早
割
（
当

月
保
険
料
の
当
月
末
引
落
し
）

に
す
る
と
お
得
で
す
。

通
常
の
口
座
振
替
（
当
月
保

険
料
の
翌
月
末
引
落
し
）
は
定

額
保
険
料
で
す
が
、
口
座
振
替

を
早
割
に
す
る
と
５０
円
の
割
引

と
な
り
ま
す
。
早
割
に
す
る
と

翌
月
末
の
初
回
の
口
座
振
替
で

２
か
月
分
の
保
険
料
（
従
来
の

保
険
料
と
５０
円
割
引
さ
れ
た
保

険
料
）
が
引
落
し
と
な
り
、
そ

の
後
の
毎
月
の
保
険
料
が
５０
円

割
引
と
な
り
ま
す
。

（
口
座
振
替
の
お
申
込
み
先
）

社
会
保
険
事
務
所
又
は
口
座
を

お
持
ち
の
金
融
機
関
・
郵
便
局
の

窓
口
。

基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も
の

（
年
金
手
帳
や
納
付
書
）
及
び
金

融
機
関
届
出
印
が
必
要
で
す
。

※

詳
し
い
こ
と
は
、
社
会
保
険

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

�
９
２
５
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１
０
５

役
場
町
民
課
年
金
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

重
度
心
身
障
害
者
タ
ク
シ
ー

利
用
助
成
事
業
の
お
知
ら
せ

松
前
町
で
は
、
毎
年
次
の
方
を

対
象
に
、
タ
ク
シ
ー
初
乗
り
料
金

の
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※

例
年
は
３
月
末
に
対
象
の
方

へ
お
知
ら
せ
し
て
い
た
の
で
す

が
、
今
回
か
ら
案
内
文
書
の
送

付
を
し
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

対
象
者

町
内
に
住
ん
で
い
る
方
で
、
次

の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

方
。

○

身
体
障
害
者
手
帳
（
１
級
〜

３
級
）
を
お
持
ち
の
方

○

療
育
手
帳
（
Ａ
・
Ｂ
）
を
お

持
ち
の
方

○

精
神
保
健
福
祉
手
帳
（
１
級
・

２
級
）
を
お
持
ち
の
方

※

い
ず
れ
も
、
町
外
の
施
設
に

入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん
。

交
付
手
続
き

毎
年
度
４
月
１
日
以
降
な
ら
い

つ
で
も
手
続
き
可
能
で
す
。

○

各
障
害
者
手
帳

○

印
鑑

※

必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

利
用
可
能
タ
ク
シ
ー

（
平
成
１９
年
１
月
現
在
）

松
前
交
通
タ
ク
シ
ー
、岡
田
タ
ク

シ
ー
、
伊
予
交
通
、
城
南
タ
ク
シ
ー
、

東
洋
タ
ク
シ
ー
、
松
一
タ
ク
シ
ー
、

介
護
タ
ク
シ
ー
い
の
う
え

【
注
意
事
項
】

・

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
助
成
券

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

・

助
成
券
を
他
人
に
譲
渡
し
た

り
す
る
な
ど
不
正
に
使
用
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。

・

助
成
券
は
再
発
行
し
ま
せ
ん

の
で
、
紛
失
や
破
損
な
ど
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

役
場
福
祉
課
生
活
・
障
害
福
祉
係
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inform
ation

３月の納税
国民健康保険税 第９期

口座振替日は
銀行・信金・郵便局 ３月２６日（月）
農 協 ３月２７日（火）

※ 納税は便利な口座振替で

～ 税金で みんな笑顔の 町づくり ～
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